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中重度者ケア体制加算（通所介護）の主な算定要件について

算定要件 内容

イ 看護職員又は介護
職員の加配

暦月ごとに、人員基準で規定される看護職員又は介護職員数に加え、看護職
員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保すること

ロ 要介護３から５ま
での利用者の割合

・前年度（３月は除く）又は算定日が属する月の前３ヶ月間の利用者の総数
のうち、要介護状態３、４又は５である者の占める割合が１００分の３０以
上であること。
・上記期間の実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて
算定する。要支援者については含めない。

ハ 指定通所介護を行
う時間帯を通じて、
専従の看護職員を
１名以上配置

・他の職務との兼務は認められない。
・サテライト事業所で算定する場合は、当該サテライト事業所においても、
１名以上の配置が必要である。
・イの加配職員の常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には、要件ハを満
たすための専従の看護職員としての勤務時間を含めることができない。

中重度者ケア体制加算
１日につき４５単位を所定単位数に加算する。
※共生型サービスの単位数を算定する場合は、当該加算の算定不可
※事業所を利用する利用者全員に算定することができる。

中重度者ケア体制加算を算定している事業所は、中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資
するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。〔老企第36号 第２の７（9）〕
→今までその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭内の役割づくりのための支援や、地
域の中で生きがいや役割をもって生活できるような支援をすることなどの目標を通所介護計画又は別途作成する計画に
設定し、通所介護の提供を行う必要がある。〔介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平
成27年4月1日）」の送付について〕
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看護職員又は介護職員の加配について

常勤換算方法を計算する際の勤務延
時間数については、サービス提供時
間前後の延長加算を算定する際の介
護職員又は看護職員の勤務時間は含
めない。

常勤換算方法を計算する際の勤務延
時間数については、算定要件の１つ
である「指定通所介護の提供時間帯
を通じて専従の看護職員」の勤務時
間は含めない。
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要介護３から５までの利用者の割合について

なお、利用実人員数による計算を行
う場合、月途中で要介護状態区分が
変更になった場合は、月末の要介護
状態区分を用いて計算する。

前３月の実績により届出を行った事
業所は、届出の翌月以降においても、
直近３月間の利用者の割合につき、
毎月継続的に所定の割合を維持する
必要がある。
→下回った場合は、算定不可。
直ちに加算取下げの手続きを行う。
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専従看護職員について

関連Ｑ＆Ａ 質問 回答

H27.4.1 事務連絡
介護保険最新情報

vol.454

「平成27年度介護報酬
改定に関するQ&A（平
成27年4月1日）」の送
付について

通所介護を行う時間帯を通じて、専
ら当該指定通所介護の提供に当たる
看護職員を１名以上配置とあるが、
指定基準の他に配置する必要がある
のか。

当該事業所に配置している看護職員が現在、専従の看護
職員として提供時間帯を通じて既に配置している場合には、
新たに配置する必要はない。

H27.4.30

事務連絡
「平成27年度介護報酬
改定に関するQ&A

（vol.2）（平成27年4

月30日）」の送付につ
いて

加算算定の要件に、通所介護を行う
時間帯を通じて、専従で看護職員を
配置していることとあるが、全ての
営業日に看護職員を配置できない場
合に、配置があった日のみ当該加算
の算定対象となるか。

貴見のとおり。

3.3.26

事務連絡
介護保険最新情報

vol.952

「令和3年度介護報酬
改定に関するQ&A

（vol.3）（令和3年3月
26日）」の送付につい
て

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおい
ては、専ら機能訓練指導員の職務に
従事する理学療法士等を配置する必
要があるが、中重度者ケア体制加算
を算定する場合に配置が必要となる
看護職員がこれを兼ねることは可能
か。

中重度者ケア体制加算を算定するにあたっての人員配置に係る
要件は、
ａ 通所介護等事業所に配置が必要とされる看護職員又は看護
職員の数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以
上確保していること。
ｂ 指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護
等の提供に当たる看護職員を１名以上配置していること。
としており、これに照らせば、ａにより配置された看護職員に
あっては、中重度者ケア体制加算の算定に係る看護職員として
の業務に従事していない時間帯において、個別機能訓練加算(Ⅰ)

イの算定要件や個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件の一つである
「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」として
勤務することは差し支えない。ｂにより配置された看護職員は、
「指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら通所介護等の提
供に当たる看護職員」である必要があることから、同一営業日
において「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士
等」として勤務することはできない。
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